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交指第1 2 ’7 2号

令和元年1 1月25日

関係各所属長殿

交通指導課長

道路交通法の一部改正に伴う 「交通切符等の記載例」の補正について（通知）

本年6月5日に公布された道路交通法の一部を改正する法律（令和元年法律第20号。以

下「改正法」 という。）により、本年12月1日から道路における交通の危険を生じさせた

場合の携帯電話使用等をはじめ「交通切符等の記載例」について、改正箇所を補正しま

したので、別紙補正用紙を印刷の上、関係職員に配付し周知をお願いします。

なお、主な改正箇所及び補正箇所について別添資料を添付しますので、告知時には誤

りのないよう併せてご指導をお願いします。
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令和元年改正道路交通法に伴う主な手引きの補正について

主な法改正箇所及び手引きの補正箇所
F

1

【反則行為・自転車違反】

①携帯電話使用等（保持） 【145 ． 146ページ】の罰条・反則金が変更
※罰条が120． I (11)→118． I (3の2)に変更されました。

②踏切に関する違反について記載方法が変更 【31 ． 32． 181 ． 182ページ】
※記載時に「しや断踏切」 とひらがな使用が「遮断踏切」 と漢字に変更

③定員外乗車【107ページ】の罰条が変更

※罰条の一部が(10の2)→(11) に変更にされました。

【非反則行為】

④携帯電話使用等（交通の危険） 【145 ． 146ページ】が非反則行為に変更しま
した。 (180ページ裏面に貼付をお願いします。 ）

※罰条が119 ． 1 (9の3)→117の4 (1の2)に変更されました。

【その他】

⑤各種変更に伴い、 目次を3ページ変更

⑥非反則行為化、反則金の変更により、点数と反則金一覧表を変更【204ページ】

⑦車両等の種別について、定格出力20kw以上の二輪自動車を大型自動二輪車
として規定 【207ページ】

※大型自動三輪車の説明が変更されています。
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二輪免許の限定免許種別

－－－～電､～ 区分

免許の種類、－－～～～－－ I運転できる二二稔単 免許証記叔の路諾
－204－

大型二輪免罰 すべての憲絵軍 大 自 冒二

瞥迎二輪免許 総排気散400cc以下の鼻輪車

総排筑並125唖以､Fの二輪車

普 固 二

小型隈定普通二鞍免許 謎
画
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説

注： 免許証の条件蝿に「帯通二儲は小型二輪に限る』及び「腎通二輪はAT瓶に限る」
弊の条件が付されている聡合があるので注意･すること。
ただし､「篇:輪中は排気髄0.650ピ以ﾄｰのAT噸に狐る」に-ついては、令椥元年12月1日を
もって､その限定が撤廃された
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上記例のとおり罰条のみ訂正してください。
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